
１ 日 本 農 業 経 営 学 会 会 則  

第１章 総 則 

第１条 本会は，日本農業経営学会と称する。 

第２条 本会は，茨城県つくば市観音台３丁目１番３号（農研機構 観音台東第２本館内 農業

経営戦略部内）に置く。 

第３条 本会は，必要に応じ，地方支部を設けることができる。支部設立にあたっては，別に

定めた支部設立要件を満たす必要がある。 

第２章 目的及び事業 

第４条 本会は，農業経営に関する理論及びその応用を研究し，もって学術・文化ならびに農

業経営の発展に寄与することを目的とする。 

第５条 本会は，前条の目的を達成するため下記の事業を行う。 

１.研究発表会，学術講演会などの開催。 

２.機関誌及び学術図書などの発行。 

３.学術の進展発展に貢献した者の表彰。 

４.その他目的を達成するために必要な事業。 

第３章 会 員 

第６条 本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。会員はこれを分けて正会員，学生会

員，期限付き学生会員，特別会員，賛助会員とする。正会員及び学生会員，期限付き学生会

員の入会にあたっては，会員の推薦に基づき，理事会の承認を得るものとする。 

第７条 正会員は，農業経営に関する学識経験を有する者及び実務経験者，指導者で，本会の

目的に賛同し，年会費を納入するものとする。 

第８条 学生会員は，大学またはこれに準ずる学校に在籍し，会費を納める学生（大学院生を

含む）とする。ただし，恒常的な職業を持つ大学院社会人学生は，学生会員に含まない。学

生会員は毎年度，会員資格の更新を申請しなければならない。 

第９条 新規に入会する学生会員は，「期限付き学生会員」とする。学会が定める期間を経過

後は，本人の申告により「学生会員」となることができる。 

第 10条 特別会員は，本会に功績のあった正会員で理事会の推薦した者とする。特別会員は会

費を免除する。 

第 11条 賛助会員は，本会を賛助する機関，団体で，理事会の推薦を受けるものとし，会費を

納入する。 

第 12条 会費を納めない者，及び本会の運営に著しく不都合な事態を生ぜしめた者は，理事会

の議を経て除名される。 

第４章 役 員 

第 13条 本会に会長（１名），副会長（４名）ならびに理事，監事を置く。理事及び監事は総

会において選任されるものとする。理事会は会長，副会長を互選し，会員に報告するものと

する。役員の任期は１期２ヶ年とし，重任は２期を越えないものとする。 

第 14条 会長は会務を総理し，本会を代表する。副会長は会長を補佐し，会長に事故あるとき

はこれを代理する。本会の企画及び会務遂行のため，常任理事会を置く。常任理事は，理事

の中から会長が委嘱する。また，会長が必要と認めた場合には，会長指名の理事を置くこと

ができる。 

第５章 会議及び委員会 

第 15条 通常総会は，毎年１回，会計年度終了後会長が召集する。なお，会長及び理事会が必

要と認めたときは，会長は，臨時総会を召集することができる。 

第 16条 総会は，本会の事業報告，決算報告，監査報告，役員の選任，事業計画及び予算の決

定，特別会員の推挙，その他，会員及び理事会において必要と認める案件について承認また

は審議決定を行う。 

第 17条 総会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによる。 



第 18条 理事会は，会長が召集する。なお，日程的都合等により理事会の開催が困難であると

会長が判断した場合は，電子メールにて会議を開催し，審議を行うことができる。 

第 19条 理事会は，委任状を含め，理事現在数の２分の１以上の出席，電子メールの際は２分

の１以上の参加がなければ会議を開き，決議することができない。 

第 20条 本会は，理事会の決定に基づいて会務遂行に必要な委員会を設置することができる。 

第６章 会 計 

第 21条 本会の事業遂行のために一般会計を設ける。 

第 22条 本会の事業遂行に要する費用は，会費，寄付金，雑収入などをもってあてる。 

第 23条 会費の金額は予算案とともに総会の議を経て決定するものとする。会費には，正会員

会費，学生会員会費，期限付き学生会員，購読会員会費，賛助会員会費の別を設ける。 

第 24条 特別会計を設けることができる。 

第 25条 本会の収支決算は，毎会計年度終了とともに速やかに監事の監査を経て，理事会及び

総会に提出し，承認を得なければならない。 

第 26条 本会の会計年度は，毎年８月１日から翌年７月末までとする。 

第 27条 会計の執行については，別に執行要領を定める。 

第７章 会則の変更 

第 28条 会則の改正は，総会の議を経て決定するものとする。 

 1.この会則は，昭和 58 年 10月 22 日に制定し同日から施行するものとする。 

 2.会則の一部を昭和 63 年 10月 05 日から改正する。 

 3.会則の一部を平成 02 年 10月 13 日から改正する。 

 4.会則の一部を平成 03 年 10月 05 日から改正する。 

 5.会則の一部を平成 04 年 10月 16 日から改正する。 

 6.会則の一部を平成 05 年 10月 15 日から改正する。 

 7.会則の一部を平成 07 年 10月 07 日から改正する。 

 8.会則の一部を平成 11 年 10月 23 日から改正する。 

 9.会則の一部を平成 13 年 10月 20 日から改正する。 

10.会則の一部を平成 14 年 10月 12 日から改正する。 

11.会則の一部を平成 15 年 10月 04 日から改正する。 

12.会則の一部を平成 19 年 09月 14 日から改正する。 

13.会則の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

15.会則の一部を平成 27 年 09月 11 日から改正する。 

16.会則の一部を平成 28 年 09月 16 日から改正する。 

17.会則の一部を平成 29 年 09月 15 日から改正する。 

18.会則の一部を令和 02 年 09月 25 日から改正する。 

19.会則の一部を令和 03 年 09月 18 日から改正する。 

20.会則の一部を令和 03 年 11月 15 日から改正する。 

21.会則の一部を令和 04 年 09月 09 日から改正する。 

22.会則の一部を令和 05 年 09月 09 日から改正する。 

２ 日本農業経営学会役員選出規程 

第１条 この規程は，会則 13条に基づき役員の選出方法等について定める。 

第２条 理事の定数は 32名とする。その内訳は地域割８名，会員数及び職域を考慮した比例割 21

名，事務局担当３名とする。ただし，会長指名の理事は定数外とする。監事の定数は２名とす

る。 

第３条 理事会の委嘱する地域ごとの理事候補者推薦委員長は，推薦委員会を設置し，同委員会

が定める方法を用いて，付表に示す定数相当の理事候補者を選出する。ただし，役員再任の可

能性があるときは２期４年を限度として候補者を選出する。なお，理事立候補の意志を有する

会員は，同委員会にその意志を届け出ることができる。 

２．同委員長は，理事会が定める期日までに理事候補者の選出結果を事務局に報告する。 

３．付表に示す比例配分定数が地域別会員数から算出した値と著しく乖離したと会長が判断し

た場合には，比例配分定数の見直しを行う。 



第４条 監事候補者は，常任理事会の推薦により，関東・東京地域内の会員から選出され，理事

会の承認を得て決定する。 

第５条 転勤等により理事・監事に欠員が生じ，会長が必要と判断した場合，理事会は新理事・

監事を選出し，後日，総会で承認を受けることとする。ただしその任期は前任者の残余期間と

する。 

第６条 会長は理事の投票とし，過半数の得票により，これに達しないときは上位二者による決

選投票により選出される。また，副会長は，単純連記制による投票とし，得票数の上位四者が

選出される。 

第７条 会長は副会長と協議の上，各地域選出の理事の中から１名ずつを選び，事務局を担当す

る理事とあわせて常任理事を委嘱し，理事会に報告する。 

第８条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 1.本規程は平成 07 年 10月 07 日から施行する。 

 2.規程の一部を平成 14 年 10月 11 日から改正する。 

 3.規程の一部を平成 18 年 10月 21 日から改正する。 

 4.規程の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

 5.規程の一部を平成 27 年 09月 11 日から改正する。 

 6.規程の一部を平成 30 年 09月 01 日から改正する。 

 7.規程の一部を令和 03 年 09月 18 日から改正する。 

 8.規程の一部を令和 04 年 03月 12 日から改正する。 

 9.規程の一部を令和 05 年 09月 08 日から改正する。 

 

 

３ 日本農業経営学会会費未納者の除名に関する規程 

第１条 会則第 12条に規定された会費を納めない者を除名する場合，この規程に基づくものとす

る。 

第２条 会費未納者に対し事務局は毎年２回の督促を行うものとする。その上でなお３ヶ年滞納

した場合は脱会者として扱い除名する。 

第３条 会員の除名は会計年度末をもって処理し，理事会で決定する。 

第４条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

付 則 前年度の会費未納者に対して，それが確認された２年後７月末以降の会誌発送は停止す

る。 

付則２ 除名扱いになった者が再入会をする場合には，当該年を含む３カ年分の会費を納入し，

誓約書を提出し，理事会の承認を得なければならない。 

 1.本規程は昭和 58 年 10月 22 日に制定し，同日から施行する。 

 2.規程の一部を平成 19 年 09月 12 日から改正する。 

3.規程の一部を平成 27年 09月 11 日から改正する。 

４ 日本農業経営学会功労者表彰規程 

第１条 会則第５条第３項に基づきこの規程を置く。 
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第２条 本会は 65 歳を越えた正会員のうち農業経営研究に大きく貢献し, また本会の発展に尽

くした会員に対し，その功労を表彰し，会則第 10条の規程に基づき特別会員に推薦する。 

第３条 功労者推薦の決定は理事会で行い，総会において推挙する。 

第４条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 1.本規程は昭和 58 年 10月 22 日に制定し，同日から施行する。 

 2.規程の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

 3.規程の一部を平成 28 年 09月 15 日から改正する。 

５ 日本農業経営学会編集委員会規程 

第１条 会則第 20条の規程に従い，機関誌農業経営研究を発行するため編集委員会及び常任編集

委員会を設け，また，この規程を定める。 

第２条 会長は理事会の議を経て，常任理事の中から編集委員長及び編集担当を，また会員の中

から編集委員若干名を選び，それぞれを委嘱し，総会に報告する。編集委員長は副会長の一人

がこれに当たる。 

第３条 編集委員は 20 名以内とする。編集委員長は常任理事会の議を経て編集委員の中から 10

名以内の常任編集委員を指名する。 

第４条 常任編集委員会が必要と認める場合は，常任編集委員の中から１名の編集委員長代理を

選出する。編集委員長代理は編集委員長に代わり，その任に当たる。 

第５条 編集委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。常任編集委員は，原則として

毎年半数交替とする。 

第６条 編集委員会は原則として年１回総会を開催し編集方針，編集計画等を審議決定する。 

第７条 編集委員は投稿原稿の審査及び，斡旋など，学会誌発行に必要な業務を分担する。 

第８条 常任編集委員会は必要に応じ随時開催し投稿原稿の受理の決定，その他学会誌編集を円

滑に行うための事項を処理する。 

第９条 学会誌の編集規程については別に定める。 

第 10条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 1.本規程は昭和 58 年 10月 22 日から施行する。 

 2.規程の一部を昭和 63 年 10月 05 日から改正する。 

 3.規程の一部を平成 07 年 10月 06 日から改正する。 

 4.規程の一部を平成 11 年 10月 23 日から改正する。 

 5.規程の一部を平成 16 年 07月 15 日から改正する。 

 6.規程の一部を平成 20 年 09月 10 日から改正する。 

 7.規程の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

 8.規程の一部を平成 27 年 09月 11 日から改正する。 

 9.規程の一部を令和 03 年 03月 21 日から改正する。 

10.規程の一部を令和 03 年 09月 11 日から改正する。 

６ 「農業経営研究」編集規程 

第 1条 この規程は，会則第５条２に基づき，機関誌の発行について定める。 

第２条 本誌は年４回発行する。発行月は４月，７月，10月，１月とする。 

第３条 本誌の掲載内容はシンポジウム論文・シンポジウム報告・総説・研究論文・技術論文・

報告論文・翻訳論文・実践記録・研究動向・誌上討論・用語解説・書評・図書紹介・資料紹介・

その他をもって構成する。なお，これらに必要な投稿要領・審査要領は別に定めるものとする。 

第４条 本誌は会員からの投稿原稿と依頼原稿から成る。投稿原稿は，投稿要領に従って作成さ

れ，審査要領に基づいて複数の審査員による審査を経て受理されたものが掲載される。依頼原

稿は，編集委員長が会員等に執筆を依頼し，複数の審査員による審査を経て受理されたものが

掲載される。シンポジウム論文・シンポジウム報告・総説・誌上討論・書評・図書紹介・資料紹

介は依頼原稿とする。 

第５条 研究大会シンポジウム特集号（原則として４月号）は，シンポジウム論文（依頼原稿），

討論の要約等を掲載する。また，個別報告の報告論文については，原則として７月号，10月号



及び１月号に掲載する。 

第６条 研究論文・技術論文・報告論文・翻訳論文の投稿者は，刊行費の一部として，農業経営

研究投稿要領に定める掲載料を負担する。 

第７条 投稿原稿が投稿要領に規定したページ数を超過することを，常任編集委員会がとくに認

めた場合には，それにともなう経費は著者の実費負担とする。 

第８条 英文タイトルおよび英文サマリーは，常任編集委員会の責任において決定する。 

第９条 本規程の改廃は，編集委員会で決定し，理事会の承認を受け，総会に報告するものとす

る。 

 1.本規程は昭和 58 年 10月 22 日から施行する。 

 2.規程の一部を昭和 63 年 10月 05 日から改訂する。 

 3.規程の一部を平成 07 年 10月 06 日から改訂する。 

 4.規程の一部を平成 08 年 07月 20 日から改訂する。 

 5.規程の一部を平成 12 年 02月 01 日から改訂する。 

 6.規程の一部を平成 16 年 07月 15 日から改訂する。 

 7.規程の一部を平成 21 年 09月 20 日から改訂する。 

 8.規程の一部を平成 22 年 09月 16 日から改訂する。 

 9.規程の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

10.規程の一部を平成 27 年 09月 11 日から改正する。 

11.規程の一部を令和 04 年 03月 12 日から改正する。 

12.規程の一部を令和 04 年 09月 09 日から改正する。 

13.規程の一部を令和 05 年 03月 26 日から改正する。 

７ 日本農業経営学会図書編集委員会規程 

第１条 会則第 20条の規程に従い，学術図書を刊行するための編集委員会を設け，またこの規程

を定める。 

第２条 会長は理事の中から編集委員長を，また会員の中から編集委員若干名を選び，理事会に

報告する。 

第３条 編集委員の任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。 

第４条 編集委員は学術図書の編集など，図書刊行に必要な業務を分担する。 

第５条 編集委員会は必要に応じ随時開催し，学術図書の編集を円滑に行うための事項を処理す

る。 

第６条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 
1.本規程は令和 02年 09 月 25日から施行する。 

８ 日本農業経営学会賞表彰規程 

第１条 この規程は，会則第５条第３項に基づき農業経営研究上の顕著な業績を表彰することに

ついて定める。 

第２条 日本農業経営学会賞は以下の４種とする。 

１．学術賞 

 本学会に５年以上継続して在籍している会員（学生会員，購読会員，賛助会員を除く）ま

たは同じ条件を満たす会員を代表とする共同研究のグループによる著作または論文であっ

て，農業経営研究に対して学術上著しい貢献の認められるものを対象とする。ただし，共同

研究のグループが受賞者となる場合は，賞の名称を共同研究学術賞とする。 

２．奨励賞 

 本学会に３年以上在籍し，表彰年の４月末現在で満 40歳以下の会員（購読会員，賛助会員

を除く）による著作または論文であって，農業経営研究に対して学術上著しい貢献が認めら

れ，かつ，当該会員の将来の発展が期待されるものを対象とする。 

３．学会誌賞 

 本学会の会員（購読会員，賛助会員を除く）を筆頭著者とする本学会会誌掲載論文であっ



て，農業経営研究に対して学術上著しい貢献の認められるものを対象とする。 

４．実践賞 

 農業経営に関する実践であって，農業経営研究の発展に対して顕著な貢献の認められるも

のを対象とする。 

第３条 会則第 20条に基づいて学会賞選考委員会，学会誌賞選考委員会及び実践賞選考委員会を

設ける。 

第４条 

１．学術賞・奨励賞の表彰の対象となる著作・論文は学会賞選考委員会が選定し，理事会の承

認を得るものとする。 

２．学会誌賞の表彰の対象となる論文は学会誌賞選考委員会が選定し，理事会の承認を得るも

のとする。 

３．実践賞の表彰の対象となる実践は実践賞選考委員会が選定し，理事会の承認を得るものと

する。 

４．学会賞の表彰は総会において行う。 

第５条 学会賞選考委員会細則，学会誌賞選考委員会細則及び実践賞選考委員会細則については

別途定める。 

第６条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 1.本規程は昭和 58 年 10月 22 日から施行する。 

 2.規程の一部を平成 07 年 10月 06 日から改正する。 

 3.規程の一部を平成 09 年 10月 18 日から改正する。 

 4.規程の一部を平成 14 年 10月 11 日から改正する。 

 5.規程の一部を平成 15 年 04月 01 日から改正する。 

 6.規程の一部を平成 16 年 07月 15 日から改正する。 

 7.細則の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

8.規程の一部を平成 27年 09月 11 日から改正する。 

９ 日本農業経営学会倫理規程 

第１条 この規程は，本会における学会活動に係る不正行為等の防止ならびに不正行為等が生じ

た場合の対応について必要な事項を定める。 

第２条 この規程において「学会活動」とは，本会が実施する事業の運営に必要なすべての行為

をいう。 

２．この規程において「不正行為等」とは，故意または会員としてわきまえるべき基本的な注

意義務を著しく怠ったことによる，次に掲げる行動規範に反する行為をいう。 

(1) 学会活動において，常に正直で誠実な判断や行動を行い，自らの専門的な知識・能力・

技芸の維持向上に努め，社会からの信頼と負託を損なわないように，適切に行動する。 

(2) 学会活動において，自らの研究の意義と役割を積極的に説明し，その研究が人間，社会，

環境に及ぼす影響を，中立性・客観性をもって公表するとともに，社会との建設的な対話

を築くように努める。 

(3) 学会活動において，自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において誠

実に行動する。 

(4) 学会活動において，研究・調査データの記録保持や厳正な取扱いを徹底し，捏造，改竄，

盗用などの不正行為を行わず，また加担しない。 

(5) 学会活動において，共同研究者，研究協力者，研究支援者の人格や人権を尊重し，不当

な取り扱いや不利益を被らせないよう，十分に配慮する。 

(6) 学会活動において，他者の成果を適切に批判するとともに，自らの成果に対する批判に

は謙虚に耳を傾け，誠実な態度で意見を交える。 

(7) 学会活動において，他者の業績を正当に評価し，名誉や知的財産権を尊重する。 

(8) 学会活動において，法令や関係規則，各種の研究倫理に対するガイドラン等を遵守する。 

(9) 学会活動において，人種，ジェンダー，地位，思想・信条，宗教などによって個人を差

別せず，個人の自由と人格を尊重する。 



(10) 学会活動において，個人と組織，あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分な注意を払

い，公共性に配慮しつつ適切に対応する。 

(11) 学会活動において，優越的な関係を背景に，適正な範囲を超えた言動をしない。 

(12) 役員や各種委員など，本会の企画や会務を遂行する会員は，公正を旨とした学会運営を

執り行う。 

第３条 会員は，不正行為等を犯さないように学会活動に当たらなければならない。 

第４条 理事会は，不正行為等が発生し，その調査が必要と判断した際に，会則第 20条に基づい

て，それを付託する学会倫理委員会（以下，倫理委員会）を設置できる。 

第５条 理事会は，倫理委員会からの報告を踏まえて，調査対象者に対して次に掲げる対応方針

を決定する。 

(1) 会則第 12条に基づく除名と所属機関への認定結果等の通知 

(2) 学会報告と学会誌投稿の停止処分と所属機関への認定結果等の通知 

(3) けん責と所属機関への認定結果等の通知 

(4) 注意 

(5) 不問 

２．理事会は，不正行為等の認定結果とそれに伴う対応方針を，速やかに調査対象者へ書面で

通知する。 

第６条 調査対象者は，通知された内容に不服がある時は，当該通知を受けた日から起算して 14

日以内に書面で理事会に対して不服申立てができる。 

第７条 不服申立てがあった時，その内容が認定結果に対するものであれば，理事会は，倫理委

員会へ不服申立ての内容の検討と再調査を付託する。 

２．不服申立ての内容が対応方針に対するものであれば，理事会は，不服申立ての内容を検討

し，必要に応じて，その根拠となった認定結果について，倫理委員会へ再調査を付託する。 

第８条 調査の結果，不正行為等の事実が認定されず，調査対象者の学会活動への支障または名

誉棄損等が発生した時は，その正常化または回復のために必要な措置をとらなければならない。 

第９条 倫理委員会細則については別途定める。 

第 10条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 
1.本規程は令和 04年 09 月 09日から施行する。 

10 日本農業経営学会大会開催規程 

第 1条 この規程は，会則第５条第１項に基づき大会開催について定める。 

第２条 大会は年１回とし，シンポジウムと個別研究発表会及びその他を併せて行う。 

第３条 大会の企画，開催は理事会または常任理事会の議を経て決定し，開催日の２ヶ月以前に

会員に通知する。 

第４条 本規程の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 1.本規程は昭和 58 年 10月 22 日から施行する。 

 2.規程の一部を平成 08 年 07月 20 日から改正する。 

 3.規程の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

11 日本農業経営学会賞選考委員会細則 

第１条 この細則は，日本農業経営学会賞表彰規程第５条に基づき，学会賞選考委員会（以下，

選考委員会）の構成並びに学術賞及び奨励賞の受賞者の選定について必要な事項を定める。 

第２条 選考委員会は，選考委員会委員長（以下，選考委員長）と選考委員会委員（以下，選考委

員）６名の計７名で構成される。会長は理事会の議を経て正会員の中から選考委員を委嘱する。

選考委員会委員長は副会長のひとりがこれに当たる。 

第３条 選考委員の任期は２ヶ年とする。 

第４条 選考委員長は総会の前までに選考の結果を，その理由を付して，会長に報告しなければ

ならない。当該報告が口頭によるものである場合には，後日速やかに文書で提出しなければな



らない。 

第５条 会長は選考委員長の報告を理事会にはかり，理事の過半数の賛成を得たものを受賞者と

決定する。 

第６条 正会員は受賞候補者を推薦することができる。 

第７条 受賞候補者を推薦しようとする者は，受賞候補者の所属機関，職名，氏名，略歴，著作

または論文の題目，および業績の内容を記入した推薦理由書（2000 字以内）を，候補となる著

作または論文とともに選考委員会に提出しなければならない。 

第８条 学術賞及び奨励賞の対象となる業績は，当該表彰年の前５ヶ年以内に刊行された学術書

及び同じく前５ヶ年以内に本学会会誌に掲載された論文を含む一連の業績とする。 

第９条 本細則の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 1.本細則は昭和 59 年 10月 16 日から施行する。 

 2.細則の一部を平成 02 年 04月 06 日から改正する。 

 3.細則の一部を平成 05 年 10月 15 日から改正する。 

 4.細則の一部を平成 06 年 10月 13 日から改正する。 

 5.細則の一部を平成 14 年 10月 11 日から改正する。 

 6.細則の一部を平成 16 年 07月 15 日から改正する。 

 7.細則の一部を平成 24 年 03月 28 日から改正する。 

 8.細則の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

 9.細則の一部を平成 28 年 09月 15 日から改正する。 

10.細則の一部を平成 29 年 09月 14 日から改正する。 

11.細則の一部を令和元年 09月 06 日から改正する。 

12.細則の一部を令和 03 年 09月 11 日から改正する。 

12 日本農業経営学会学会誌賞選考委員会細則 

第１条 この細則は，日本農業経営学会賞表彰規程第５条に基づき，学会誌賞選考委員会（以下，

選考委員会）の構成並びに学会誌賞の受賞者の選定について必要な事項を定める。 

第２条 会長は選考委員会委員（以下，選考委員）として常任編集委員並びに必要に応じて編集

委員若干名を委嘱する。選考委員会委員長（以下，選考委員長）は編集委員長がこれに当たる。

ただし，候補論文の執筆者は選考委員から除外する。 

第３条 選考委員の任期は編集委員の任期に従う。 

第４条 選考委員長は総会の前までに選考の結果を，その理由を付して，会長に報告しなければ

ならない。当該報告が口頭によるものである場合は，後日速やかに文書で報告を提出しなけれ

ばならない。 

第５条 会長は選考委員長の報告を理事会にはかり，過半数の賛成を得たものを受賞者として決

定する。 

第６条 学会誌賞の対象となる業績は，表彰の行う年度の前年度の「農業経営研究」第１号から

第４号までに掲載された「研究論文」と「シンポジウム論文」とする。 

第７条 本細則の改廃は，日本農業経営学会学会誌賞選考委員会で決定し，理事会で承認を得た

上で総会に報告するものとする。 

 1.本細則は平成 14 年 10月 11 日から施行する。 

 2.細則の一部を平成 17 年 07月 16 日から改正する。 

 3.細則の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

13 日本農業経営学会実践賞選考委員会細則 

第１条 この細則は，日本農業経営学会賞表彰規程第５条に基づき，実践賞選考委員会（以下，

選考委員会）の構成並びに実践賞の受賞者の選定について必要な事項を定める。 

第２条 選考委員会は，選考委員会委員長（以下，選考委員長）と選考委員会委員（以下，選考委

員）６名の計７名で構成される。会長は理事会の議を経て正会員の中から選考委員を委嘱する。

選考委員会委員長は会長の指名により，常任理事のひとりがこれに当たる。 

第３条 選考委員の任期は２ヶ年とする。 



第４条 選考委員長は総会の前までに選考の結果を，その理由を付して，会長に報告しなければ

ならない。当該報告が口頭によるものである場合には，後日速やかに文書で提出しなければな

らない。 

第５条 会長は選考委員長の報告を理事会にはかり，理事の過半数の賛成を得たものを受賞者と

決定する。 

第６条 正会員は受賞候補者を推薦することができる。 

第７条 会長は理事の中から実践賞の推薦委員若干名を委嘱することができる。推薦委員は選考

委員長の求めに応じて，実践賞の受賞候補者を推薦することができる。 

第８条 受賞候補者を推薦しようとする者は，受賞候補者の住所または所在地，氏名または組織

名，略歴，実践の名称，2000 字以内に要約された実践の内容及び農業経営研究への貢献を記入

した推薦理由書を，実践の内容及び農業経営研究への貢献を証する記録・公刊物またはこれに

代わる資料とともに選考委員会に提出しなければならない。 

第９条 実践賞の選考にあたっては，推薦理由書，当該実践の内容及び農業経営研究への貢献を

証する記録・公刊物またはこれに代わる資料について審査を行う。ただし，実践の内容を証す

る記録・公刊物等は受賞候補者自身によって作成されたものである必要はない。 

第 10条 本細則の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 1.本細則は平成 14 年 10月 11 日から施行する。 

 2.細則の一部を平成 16 年 07月 15 日から改正する。 

 3.細則の一部を平成 24 年 03月 28 日から改正する。 

 4.細則の一部を平成 25 年 09月 21 日から改正する。 

 5.細則の一部を令和元年 09月 06 日から改正する。 

14 日本農業経営学会倫理委員会細則 

第１条 この細則は，日本農業経営学会倫理規程第８条に基づき，学会倫理委員会（以下，倫理

委員会）の構成と運営に必要な事項を定める。 

第２条 倫理委員会は，倫理委員会委員長（以下，倫理委員長）と若干名の倫理委員会委員（以

下，倫理委員）で構成される。倫理委員長には副会長の一人が当たる。倫理委員には事務局担

当の常任理事１名に加えて，会長が正会員の中から選出し，理事会に報告する。ただし，会長

が対象の不正行為等への関与が疑われる場合には，倫理委員長が選出を代行する。 

第３条 倫理委員の任期は，対象の不正行為等を調査する倫理委員会の設置から解散までとする。 

第４条 倫理委員会は，理事会から付託された不正行為等の調査と認定を行う。 

第５条 倫理委員は，対象の不正行為等の調査と認定に必要な業務を分担する。 

第６条 倫理委員会は，理事会から付託を受けた日から起算して 90日以内に，対象の不正行為等

に対する調査と認定の結果を書面で理事会に報告する。 

第７条 調査対象者の不服申立てに対して，理事会から再調査の付託があった場合，それを受け

た日から起算して 30 日以内に，再調査の結果を書面で理事会へ報告する。 

第８条 本細則の改廃は，理事会で決定し，総会に報告するものとする。 

 
1.本細則は令和 04年 09 月 09日から施行する。 
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